
情報コミュニケーション条例 手話言語条例

1 前文 手話は独自の言語体系を有する言語であること（障害者権利条約、障害者基本法） 手話は独自の言語体系を有する言語であること（障害者権利条約、障害者基本法）

手話はろう者が受け継いできた(文化的所産である)こと 手話はろう者が受け継いできた(文化的所産である)こと

手話の使用に対する制約、歴史的背景 手話の使用に対する制約、歴史的背景

手話が言語であることの普及 手話が言語であることの普及

障害者差別解消条例や共生社会づくり条例

障害の特性に応じた意思疎通手段の選択、利用 障害の特性に応じた意思疎通手段の選択、利用

災害時の安全確保

2 目的 全ての県民が互いに人格と個性を尊重する共生社会の実現 全ての県民が互いに人格と個性を尊重する共生社会の実現

障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進

手話が言語であることの普及、手話の普及施策の総合的な推進 手話が言語であることの普及、手話の普及施策の総合的な推進

3 定義
手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、音訳、平易な言葉、
代読、実物又は絵図の提示、重度障害者用意思伝達装置その他の障害者が他人と
の意思疎通を図るための手段（障害者の意思疎通を補助するための手段を含む。）

視覚、聴覚又は触覚、身体、機器等を活用して意思疎通を図るための手段

4 基本理念 障害の特性に応じた意思疎通手段の選択の機会の確保、利用の機会の拡大等 障害の特性に応じた意思疎通手段の選択の機会の確保、利用の機会の拡大等

手話は独自の言語体系を有する言語であること 手話は独自の言語体系を有する言語であること

手話はろう者が受け継いできた文化的所産であること 手話はろう者が受け継いできた文化的所産であること

5 県の責務 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する総合的な施策の実施 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する総合的な施策の実施

言語としての手話の普及等に係る総合的な施策の実施 言語としての手話の普及等に係る総合的な施策の実施

6 計画等の策定・推進等 施策の総合的かつ計画的な推進 施策の総合的かつ計画的な推進

7 普及・啓発 障害の特性に応じた意思疎通手段に対する理解を深めるための啓発等 障害の特性に応じた意思疎通手段に対する理解を深めるための啓発等

言語としての手話の普及に対する理解を図るための啓発等 言語としての手話の普及に対する理解を図るための啓発等

8 手話等を学ぶ機会の確保 県民が障害の特性に応じた意思疎通手段を学ぶ機会の確保 県民が障害の特性に応じた意思疎通手段を学ぶ機会の確保

職員が障害の特性に応じた意思疎通手段を学習する取組等

9 学校における県の取組 基本理念・意思疎通手段に対する理解の促進（学校設置者への支援） 基本理念・意思疎通手段に対する理解の促進

聴覚障害者が手話を習得し、手話で学習することができる教育環境の整備 聴覚障害者が手話を習得し、手話で学習することができる教育環境の整備

10 学校設置者等の役割 児童が必要な意思疎通手段で学習できる環境の整備 児童が必要な意思疎通手段で学習できる環境の整備

手話を必要とする児童への手話言語の普及のための学習機会の提供 手話を必要とする児童への手話言語の普及のための学習機会の提供

児童の保護者からの障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に関する相談 ろう児・保護者に対する教育に関する相談

教職員の障害の特性に応じた意思疎通手段に関する知識・技術向上に必要な措置 教職員の障害の特性に応じた意思疎通手段に関する知識・技術向上に必要な措置

11 意思疎通支援者の養成・確保 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助者等の養成、確保 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助者等の養成、確保

12 意思疎通支援者の派遣・相談 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助者等の派遣や相談支援体制の整備 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助者等の派遣

13 情報発信等 障害の特性に応じた意思疎通手段を利用した情報発信 障害の特性に応じた意思疎通手段を利用した情報発信

14 災害時等の対応 災害時等における障害の特性に応じた意思疎通手段による支援 災害時等における障害の特性に応じた意思疎通手段による支援

15 事業者への支援 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に係る合理的配慮 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に係る合理的配慮

障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関する活動 聴覚障害者が勤務する事業所で従業員が手話を習得する機会の確保にかかる支援

16 調査研究 施策の策定・実施に必要な情報の収集

手話言語の普及や障害の特性に応じた意思疎通手段の発展に資する調査研究の推進 手話の発展に資する調査研究の推進

17 県民等の役割 条例の目的・基本理念に対する理解の促進 条例の目的・基本理念に対する理解の促進

障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に係る施策への協力 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に係る施策への協力

言語としての手話の普及の施策への協力 手話の普及の施策への協力

18 障害当事者・支援者等の役割 施策への協力と理解の促進 施策への協力と理解の促進 手話の普及の施策への協力

障害の特性に応じた意思疎通手段選択の普及啓発 障害の特性に応じた意思疎通手段選択の普及啓発

19 事業者の役割 施策への協力と理解の促進 施策への協力と理解の促進

障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に係る合理的配慮や利用促進 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に係る合理的配慮や利用促進

20 財政上の措置 施策を推進するため必要な財政上の措置 施策を推進するため必要な財政上の措置

別立型
一体型

先行道府県における一体型および別立型の条例に記載されている主な内容 参考資料２


